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税務情報 

国税庁及び経済産業省からの公表情報 

1. 国税庁 － 国外居住親族に係る扶養控除に関する情報の公表 

2020年度税制改正では、国外居住親族に係る扶養控除について、対象となる国
外居住親族の範囲を以下のように見直すなどの改正が行われました。 

改正前 改正後 

その年の 12月 31日時点の年齢が 

16歳以上の者 

その年の 12月 31日時点の年齢が 

16歳以上 30歳未満の者及び 

70歳以上の者 

ただし、30 歳以上 70 歳未満の者であっても、以下のいずれかに該当する者は
引き続き扶養控除の対象とされます。 

 留学により非居住者となった者（外国政府等が発行した留学の在留資格に相
当する資格をもって在留する者であることを証する書類（以下、「留学ビザ
等書類」）の提出又は提示が必要） 

 障害者 

 その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38

万円以上受けている者（送金関係書類でその年の送金額が 38 万円以上であ
ることを明らかにする書類（以下、「38万円送金書類」）の提出又は提示が必
要） 

上記の改正は、2023年分以後の所得税又は 2023年 1月 1日以後に支払を受け
るべき給与等若しくは公的年金等について適用されます。 

これを受け、国税庁は 10月 12日、国外居住親族に係る扶養控除に関する以下
のリーフレット及び Q&Aを公表しました。 

■ 令和 5年 1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受け

る方へ（PDF 157KB） 

このリーフレット（全 3ページ）では、2020年度税制改正で新たに提出等が求
められることとなった「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」を含め、国外
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居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける際に確定申告書等への添付等が必要
とされる確認書類について、具体的な例を示して説明されています。 

■ 令和 5年 1月からの国外居住親族に係る扶養控除等 Q&A（源泉所得税関

係）（PDF 859KB） 

このQ&Aは、これまでに公表されていた「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

（源泉所得税関係）」（PDF 244KB）が 2020 年度税制改正を踏まえて改訂され
たもので、全 45問の Q&Aを通して、国外居住親族に係る扶養控除等の制度全
体の概要が解説されています。 

2. 経済産業省 － 特別試験研究費税額控除制度に関する情報の更新 

特別試験研究費税額控除制度（オープンイノベーション型）については、2021
年度税制改正において、質の高い研究開発を推進していく観点から、対象とな
る試験研究費の範囲が拡充されるとともに、特別試験研究費の額に関する共同
研究等の相手方の確認手続について運用の改善が行われる等の改正が行われま
した。2022年 7月 27日には、これらの改正内容を反映した「特別試験研究費
税額控除制度ガイドライン〔令和 3年度〕」（PDF 1,616KB）が公表されていま
す（*）。 

（*） e-Tax News No.268「経済産業省 － 特別試験研究費税額控除制度ガイドラ
イン〔令和 3年度 Ver.1.0〕の公表」（2022年 8月 1日発行）にてお知らせ
しています。 

経済産業省は 10月 12日、特別試験研究費税額控除制度に関する情報を集約し
ている「特別試験研究費税額控除制度について」というページに掲載している
以下の資料を更新しました。 

■ 「特別試験研究費税額控除制度のよくあるご質問事項」（PDF 401KB） 

この資料は、特別試験研究費税額控除制度に関するよくある質問事項がまとめ
られているもので、「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン〔令和 3年度〕」
（PDF 1,616KB）の公表に伴う改訂等が行われています。 

■ 「特別試験研究費税額控除制度の報告書様式・申請書様式について」 

【監査報告書様式・確認報告書様式】 

 2022年 7月 1日以降に開始する事業年度において使用する「第三者による
確認書（監査報告書）様式」について、10種類の様式が追加されました。 

 2022年 7月 1日以降に開始する事業年度において使用する「相手方による
確認書（確認報告書）様式」について、10種類の様式が追加されました。 

【認定申請書様式】 

 2022年 4月 1日以降に開始する事業年度において使用する「法人と試験研
究機関等との共同・委託試験研究の場合」の認定申請書様式について、2種
類の様式が追加されました。 

 2022年 1月 1日以降に開始する事業年度において使用する「個人と試験研
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究機関等との共同・委託試験研究の場合」の認定申請書様式について、2種
類の様式が追加されました。 
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